
令和6年 度

アウトコース

「倶 楽 部 選手 権 」予選27H.S組 合 せ 表

:令 和6年10月6日(日)

:勝 山御 所 カントリークラブ

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

1 7:30 福嶋 裕司 冨士川賢治 大道 康夫

2 7:37 木戸 和昭 木下 正幸 池田 憲悟

3 7:44 井上 淳 野田 大舟 末久 博道

4 7:51 小田 豊 小林 修 横田 幸生 高瀬 秀樹

5 7:58 大山 忠成 吉田 幸二 濱田 恭司 山崎 勇

6 8:05 藤原 仁 南嶋 尚 森下 巌 豊田 芳明

7 8:12 乗原 徹 村上 正樹 山田 佑二 後郷 光彦

8 8:19 岩中 妙華 井上 聖司 菊田 聖慈 浦山 高志

9 8:26 末次 勝貴 亀安 春希 塩田 諭史 稲葉 祐二

注意事項

1.スタートのコールはしないのでスタート時刻10分 前に各 自必ずスタート箇所に待機すること。

難 欝 櫟 　躍軋槻 曜 警 麗灘 こ難



令 和6年 度 勝 山御所 カン トリー クラブ

※倶楽部選手権競技

開催 日:令 和6年10月6日(日)予 選27H・S

令和6年10.月13日(日)1回 戦 、2回 戦 各18H・M

令和6年10H20日(日)準 決勝36H・M

令和6年10月27日(日)決 勝36H・M

2019年 新 規則 と、 この競 技 の条 件 、 ロー カ ルル ール(別 紙)を 適 用 す る。

競 技 の 条 件

1競 技委員会 の裁定

競技委員会 は競技の条件 を修 正す る権 限 を有 し、すべての事項 につ いて この委員会 の裁定 は最

終で ある。

2.ク ラブ と球

a適 合 ドライバーヘ ッ ドリス ト:ロ ーカルルールひ な型G-1を 適用す る。(オ フィシャルガイ

ドP560)こ のルール に違反 した クラブでス トロ・一一クを行 った こ とに対す る罰:失 格

b溝 とパ ンチマー クの規格:ロ ーカルル ールひ な型G-2を 適用す る。このル ール に違反 したク

ラブでス トロークを行 った こ とに対す る罰:失 格(オ フィシャルガイ ドP561)

c適 合 球 リス ト:u一 カルルールひ な型G-3を 適用す る。 このル ール の違反 の罰1失 格(オ フ

ィシャル ガイ ドP561)… 注)オ フィシャルガイ ドは、スター ト室 に用意 してお ります。

3競 技終了時点

本競技 においては競技委員会 が作成 した成績表 が掲示 され た時点 を もって終 了 したもの とみ な

す。

4.ホール とホール の間での練習禁止

ホール とホール の間では、プ レーヤーは最後 にプ レー したホールのパ ッテ ィンググ リー ン上や

そ の近 くで練習ス トロークを してはな らない。

5.タイの決 定

入賞者 にタイが生 じた場合 は、27Hの 競技で は、競 技規則 に よ り、最初 の18Hの 成績 よ り決定

す る。 尚、決定 しない場合 は、 ローハ ンデ ィ順 とし、尚 も決 定 しない場合 は、年齢順 とす る。

6.プ レーの中断 と再 開

(1)プ レーの中断(落 雷 な どの危険 を伴 わ ない気象状況)に つい ては、 ゴル フ規則6-8b,c,dに

従 って処置す るこ と。

(2)険 悪 な気象 状況にあるため、委員会 の決定 によ りプ レーが中断 となった場合 、同 じ組 の競

技者全員 がホール とホール の間にいた時 は、各競技者 は委員 会 よ りプ レー再 開の指示 が出

るまでプ レーを再 開 してはな らない。競技者がす ぐにプ レー を中断 しなかった ときは、ゴ

ル フ規則33-7に 決め られ てい るよ うな、罰 を免 除す る正 当な事情 がなけれ ば、その競技者

は競技失格 とす る。 この条件の違反 の罰は競技失格(ゴ ル フ規則6-8b注)

(3)プ レーの中断 と再 開の合図 について

サ イ レンを使用せず、競技委員及びカー ト無線 を通 じて競技者 に連絡す る。

7.移動

ラ ウン ド中、カー トに乗 ることができ る。

競技委員長 堂後 章



令和6年 度 勝山御所カントリークラブ

倶楽部選手権競技

令 和6年10月6日(日)・13日(日)・20日(日)・27日(日)

ロー カ ル ・ル ー ル

1.OBは 、 白杭 で 標 示 す る。 本 競技 で は イエ ロー ・ペ ナ ル テ ィー エ リア(黄 杭 で

囲 ま れ た 区域 ・4番 ホ ー ル)と レ ッ ド ・ペ ナ ル テ ィーエ リア(赤 杭 で 囲 まれ た 区

域 ・8番 ホ ール 、及 び10番 ホ ー ル と15番 ホ ー ル の 間)に 球 が入 った場 合 に は、

OBと す る。 修 理 地 は 青杭 又 は 白線 で 囲 ん で 標示 し、 修 理 地 は す べ て プ レー禁

止 区 域 とす る。

2.舗 装道 路(砂 利 道 を含 む)、 金 網 、樹 木 の 支 柱 、構築 物 、散 水 栓 、そ の他 の 固定

物 は動 か せ な い 障害 物 とす る。

3.樹 木 保 護 用 ネ ッ トは、 球 が ネ ッ トに接 して い る とき 又 ま た は、 樹 木 とネ ッ トの

間 に あ る とき に限 り動 か せ な い 障害 物 とす る。

4.グ リー ン上 は、パ タ ーの 使 用 に 限 る。但 し、破 損 した 場 合 は この 限 りで は な い。

5.ホ ー ル ア ウ トを終 えた グ リー ン上、 及 び練 習 グ リー ンで の練 習 は禁 止 す る。

6.特 設 テ ィー(黄 マ ー ク)及 び 、4番 ホ ール の ドロ ップエ リア は、 使 用 しな い 。

7.13番 ・ホ ール と11番 ホ ー ル の 間 、14番 ホ ール と11番 ホ ー ル の 間及 び、14番 ホ

ー ル と15番 ホ ー ル の 間 に設 置 して い る 白杭 で示 す ラ イ ン を球 が越 え た場 合 に

は、 お互 い にOBと す る。

8.距 離 測 定器 を使 用 す る こ とが で き る。 但 し、 高 低 差 の 測 定 は規 則 違 反 とな る。

9.こ の ロー カル ・ル ール に違 反 した時 は 、2打 罰 とす る。

10.上記 以 外 は、 すべ て2019新 競 技 規 則 に よ る。

11.ロ ー カ ル ・ル ール の 変 更 また は 、 追 加 の 際 は クラ ブハ ウ ス 内 に掲 示 す る。

競技委員長 堂後 章


